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窪渚協間組合の共済の売上規模についで  

（）J1年度分（単位：億円）  

．槻 己r・惰り立甘藍∈過言保険統計号16年度決算⊥イ共済と保険 2005年12月号別冊 共済年鑑■妻  

鋤榔削畑∵吊：′ネを∴二協’を∴才ノれ以外糾う＝は担保会社を表しています。1  

描く、′ 諭彗圭＝膳樟絹針打昔∴総合・共済は生命共済には含まず、年金共済は生命共済として静出しています√、  

妄▼1・ちノ／巨㌻臨泣出ト＝・＝∵．・も‥二てr三：雰溝共済の内訳が把握闇来なか・つたためl■不明＿は表記しています。  
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少額短期保険業者に係る条件・規制（抜粋）  ⑳   

臨 萱1．被保険者数   1，000人を超える（保険業法第2条 同法施行令第1条の4）   保険会社も同じ。   

1被保険者について、保険金額が1，000万円を超えない範囲において  左記金額を超えた場合  

瞳・保険鏑 彗  
下記金額の引受けが出来ます。（保険業法第2条 同法施行令第1条  保険会社の規制が適  
の6）   用されます。  

□死亡保険  300万円  

□第三分野  80万円  

口重度障害保険   300万円  

□特定重度障害保険 600万円  

ロ傷害死亡保険  300万円  

琵   
（死亡保険がセットされており重複支払いのされていないものは  

蜃  

600万円）   

紅   
□損害保険  1，000万円   

芸3．年間収入保険料  前事業年度の年間収入保険料が50億円以下   左記金額を超えた場合   

（保険業法第272条 同法施行令第38条）   保険会社の規制が適  

用されます。   
覧        ‘ 

完・その他  保険期間（保険業法第2条 同法施行令第1条の5）   左記期間を超える商品  

凹 蓑  損害保険2年以下、その他の保険（生保、第三分野）1年以下   の引受を行う場合保険  

壱  

会社の規制が適用され  

ます。   
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募集に関する保険業法上の主な規制（抜粋）①  

－ニ・害喜  

募集人の  

登録  

内  
容  備 考  

第267条  

特定保険募集人（生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人（特定  
少額短期保険募集人を除く。）をいう。以下同じ。）は、この法律の定めるところにより、  

内閣総理大臣の登録を受けなければならない。  

′● ▲■ ●一 －－ ■■ ■′ ■ ヽ■■ 一・■ ▼■ ■一 一 －－一一 － －■ ■－ － － －一 一－ －－ － － － － － － － － － － － － － － ■■－ 一 一 － － － － － － － － － － －－ － 一 一－ － － － － － ■ ■－ ■■一 一 ■ ■ ■■ ■ ■■ ■ ■ ■－ ■ 第300条  

募集人に一定の資質を要  

求し、違法行為があったと  

きに責任の所在を明確に  

するためのものです。  

募集人の  

禁止行為  保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員（保険募集人である者を除く。）保  

険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は  

保険募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。  
■■ －■ ▲■■ ■・■ ■ ■－● －■ M r・ 一■ －－ ■－ －■ ■－ －－ － －－ － － － － － － － － － －■ －－ － －－ － － － － －－ － － － － － － － － －－ 一 一■一－ － －－ －－ － －－ － ■－－ ■－■ ■－－ －－ － － ■ 一■ ■， ■■ ■ ■ ■－ ■ ■ ■ ■■ ■  

1保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項  

のうち重要な事項を告げない行為（以下一部略）  
左記のほか、告知義務違  

反を勧める行為、不当な乗  
換募集、その他契約者の  
保護に欠ける虞のある行為  

が保険業法及び施行規則  

に定められています。  

5 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提  
供を約し、又は提供する行為  

6 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、－の保険契約の契約内容  
につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるもの  

を告げ、又は表示する行為（以下略）  

第309条  

保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約  

者（以下この条において「申込者等」という。）は、次に掲げる場合を除き、書面によりそ  
の保険契約の申込みの撤回又は解除（以下この条において「申込みの撤回等」とい  

う。）を行うことができる。（以下略）  

・・‘∝Ⅷリング  

∴・－  

クーリングオフに関する規  

定が法定化されているほか、  

表示の文字ポイントなどの  

書式指定が施行規則で決  

まっています。  P4   



募集に関する保険業法上の主な規制（抜粋）②   

賠償の責めを負います。  

関係者に質問させることができる。  

この他に募集人の登録の   

取り消し、業務停止命令に  

ついても保険業法に規定さ  

措置をとるべきことを命ずることができる。  



損害保険募集に関する金融庁の監督指針（抜粋）  
金適正な損害保険募集 態勢の確立  

項層  

募集人の  

登録関係  

内  
容  備 考  

損害保険募集人が保険契約者の利益を害することが無いよう、損害保険会社は損害  
保険募集人の適正な保険募集態勢を確保する必要がある。  

このため、以下のような点について、損害保険会社の取り組み状況等を確認する必要  

がある。  

（1）損害保険募集人の採用・委託・登録（届出）  

①保険募集を専ら行う社員の採用、損害保険代理店の委託に当たって、その適格性が  
審査されているか。審査基準が整備されているか。（以下略）  

m 叩 ■巾 ■巾＞lM■ 仙l■刈 ■▲ウ 一山It【 M ■【 椚 ■¶ ■ 】○ ■●■ H ■－1■－ － －－ － ●1－ ■－ － － ■■■ ■－■ －■ ●－ －■ －一 一－ 一 一 － －－－ ■－ －■■■ ←■■ － － －▼－ －－ － ■■－ －■ － －－ － － －■ － －－ ■－ － －←■ 一●■ ●－ － － － ■ ▼■嶋 －－ －■■l一－ ■ ■■▼ ■ ■■■ － ●■  

（2）損害保険代理店等の教育一管理・指導  

①募集に関する法令等の遵守、保険契約に関する知識、内部事務管理態勢の整備  
（顧客情報の適正な管理を含む。）等について、指導基準が明確化され、所属代埋店に  
対して教育、管理、指導が適切に行われているか。  

また、育成、資質の向上を図るための措置が講じられ制度化されているか。  

（以下略）  

（2）法第300条第1項第1号関係  

①保険契約の契約条項のうち重要な事項を告げる場合は、保険契約の種類及び性質  
等に応じて適正に行われているか。  

保険の勧誘や勧誘を目的  

とした保険商品の内容説明  

をする場合等は登録・届出  

が必要です。  

…代理店の  

；教育等  教育・管理についても基準  

を明確化し、実効性を確保  
できているかがポイントとな  

ります。  

重要事項  

説明  重要事項の内容について  

明確化され、伝達方法につ  
いても監督指針で明確化さ  

れています。   
②重要な事項を告げるにあたっては、重要な事項のうち顧客が保険商品の内容を理解  
するために必要な情報（以下、「契約概要」という。）と顧客に対して注意喚起すべき情  
報（以下、「注意喚起情報」という。）について、分類のうえ告げられているか。  

（以下略）  



損害保険募集に関する金融庁の監督指針（抜粋）  

②塵客lこ対する説明責任  

内  
容  備 考  

（1）規則第53条から第53条の10までに規定する措置などが適正に実施されているか．  

（2）規則第53条、第53条の4、第53条の6および第53条の8から第53条の10までに   

規定する措置について、職員並びに営業職員及び募集代理店に対する教育、指導を   
行う体制が整備されているか。  

（3）当該措置について、職員並びに営業職員及び募集代理店の実施状況を調査・把握   

する体制が整備されているか。  

（以下略）   

ht ＝Ⅶ 両 肘 一■ H1－1■■ ■▼■＋■■■■ 岬 ■■q■＋■－ ■－ － －■ 一 一一 －－ ■－－ t一 ●－ ■■一 ■－ ●－ － － 一 一 －－ ■－ ■一 一－ － － － － － ■－ －－ 一一 ■－ 一 一－ ■－ 一 一■ － ■■■一 一 － 一 一■ － － ■－ － －－ ■－ ■■■－ － － ■ ■ ■■ ■－ ■－ 一 ■ ■ ● ■■ ■■l■■  

募集人等  

の教育に  

関する体制  
整備  

保険会社の業務運営に係  

る措置について、保険業法、  
同法施行規則などの実効  

性を確保する社内規則、体  
制整備について明確化さ  

れています。  

重要事項  

説明等に  

関する体制  

整備  

定する措置に閲し、「契約概要」、「注意喚起情報」を記載した  
書面を  

（中略）  
め
 
た
 
 

る
 
す
 
付
 
 

交
 
 

に、以下のような体制が整備されているか。  

①当該書面において、顧客に対して、保険会社における苦情・相談の受付先を明示す  
るとともに、保険会社との間で苦情の解決が図れない等の場合は、当該保険会社が  

所属する協会（社団法人生命保険協会、社団法人日本損害保険協会、外国損害保険  
協会）の苦情t相談の受付先等に対して、苦情■相談の申立てをすることができる旨が  
明示されているか。  

②当該書面に記載すべき事項について、以下の点について留意した記載とされている  

か。  

イ．文字の大きさや記載事項の配列等について、顧客にとらて理解しやすい記載とされ  

ているか。  

（以下略）  

例えば、文字の大きさを8ポ  
イント以上とすること、文字  
の色、記載事項について重  
要度の高い事項から配列  

する、グラフや図表の活用  

などの工夫にも言及されて  

います。   




